
就労準備支援事業
その他就労準備支援

居住支援事業
（シェルター事業）
その他緊急支援

居住支援事業
（地域居住支援事業）
その他地域居住支援

家計改善支援事業
その他家計改善支援

子どもの学習・生活支援事業
その他子どもの学習・生活支
援

・子どもの学習・生活支援事業は実施していませんが、令和7年3月
に武蔵村山市子ども計画を策定し、本計画に基づいて支援をしてい
きます。現状として、地域未来塾にて支援を行っている状況です。

生活困窮者に対する各種支援の実施状況
自治体名 武蔵村山市

相談窓口 福祉総務課　市民なやみごと相談係

連絡先 042-565-1111(内線156)

・次のとおり実施します。
１　支援計画づくり
　利用者個々人ごとに、個別の計画を作成します。
２　支援プログラムの実施
　目標に至る計画を実行します。
３　支援の評価
　効率的に支援しているか、またはできたかを係員全員で検討しま
す。就職後も、再び困窮することがないよう支援します。
４　再支援計画づくり
　必要に応じて計画を修正し、就労に向けた支援を継続します。

・困窮補助金でシェルター事業の協議はしていませんが、緊急事業
として市社会福祉協議会と連携して、緊急時に食糧の提供をしても
らえるよう支援しています。

１　支援計画づくり
　利用者個々人ごとに、個別の計画を作成します。必要に応じて、
他機関の専門家や市社会福祉協議会にお繋ぎします。
２　支援プログラム
　目標に至る計画を実行いたします。
３　支援の評価
　支援が効率的かどうかを係員全員で検討し、再び困窮することが
ないよう支援します。
４　再支援計画づくり
　必要に応じて計画を修正し、支援を継続します。

・地域居住支援事業は現状実施しておりません。


